
福 岡 県 障 が い 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 福 岡 県 規 則 第 五 十 七 号 ）  新 旧 対 照 表  

 改  正  案   現  行  
（ 業 務 及 び 定 員 ） 

第 二 条  （ 略 ） 

２  入 所 者 の 定 員 は 、 六 十 人 と す る 。  

（ 業 務 及 び 定 員 ） 

第 二 条  （ 略 ） 

２  入 所 者 の 定 員 は 、 百 人 と す る 。 

 （ 利 用 期 間 ） 

第 四 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い

う 。 ） の 利 用 期 間 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 指 定 管

理 者 が 必 要 と 認 め る と き は 、 援 護 の 実 施 機 関 と 協 議

の う え 、 そ の 期 間 を 短 縮 し 、 又 は 延 長 す る こ と が で

き る 。 
（ 利 用 期 間 ） 

第 四 条  セ ン タ ー を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い

う 。 ） の 利 用 期 間 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 指 定 管

理 者 が 必 要 と 認 め る と き は 、 援 護 の 実 施 機 関 （ 以 下

「 援 護 の 実 施 機 関 」 と い う 。 ） と 協 議 の う え 、 そ の

期 間 を 短 縮 し 、 又 は 延 長 す る こ と が で き る 。  

  

  

  

 


